
1 

 

 

 近年の情報通信技術の発展はめざましく，スマートフォンやタブレットなどの普及により，誰

もがいつでも簡単にインターネットにアクセスできるようになり，行政の分野においても，オー

プンデータやオープンガバメント，マイナンバーといったＩＣＴを利活用した新たな施策が登場

してきました。 

 旭川市では「旭川市ＩＣＴ推進プラン」を，平成２４年度から平成２６年度までの情報化計画

として策定し，ＩＣＴを利活用した市民サービスの向上や行政事務の効率化を目指して取組を行

ってきました。 

しかし，ＩＣＴが当たり前の技術として普及した昨今では，情報化はそのものが目的ではな

く，市民サービス向上や行政効率化の施策を実現するための手段へと変化してきています。この

ため，今後は期間を定めた整備計画として推進するよりも，特に時代のニーズに即応できる取組

を重点的かつ機動的して推進していく必要があります。 

 よって，旭川市の情報化の推進については，社会の情報化の流れに柔軟に対応するため，「旭

川市ＩＣＴ推進プラン」の基本的な考え方を踏襲しつつも，年次的な計画策定は行わず，当年度

の情報化に関する重点的な取組について取りまとめることとしました。 

平成 27 年度の推進方針 

■ 新たなサービスの創出による市民の利便性の向上 

■ 行政事務の高度化・効率化 

 

平成 27 年度の重点的な取組 

１ 市民の利便性の向上や行政事務の効率化のため，社会保障・税番号制度を導入します。 

▷ マイナンバー関連システムの改修 

▷ 特定個人情報保護評価の実施 

▷ 関連条例の改正及び制定 

▷ 情報セキュリティポリシーの見直し 

２ 市民が必要とする情報や，旭川市の魅力を，速やかに，わかりやすく発信します。 

▷ CMS を導入した旭川市ホームページの全面的リニューアル 

３ 本市が保有する公共データをより利用しやすい形で公開します。 

▷ データを二次利用可能とする利用ルールの策定 

▷ オープンデータカタログサイトの構築 

▷ 公開データのデータ形式等の整備 

４ 行政事務の高度化・効率化のため，業務システムの刷新へ向けた基本的な方向性を整理します。 

▷ 業務システム最適化計画の策定  
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【具体的取組】 

業務システムの改修や特定個人情報保護評価等を実施し，社会保障・税番号制度（マ

イナンバー制度）を円滑に導入できるようにします。 

 

【この取組で期待される効果】 

・所得や他の行政サービスの受給状況の把握による，公平・公正な社会の実現 

・添付書類の削減等，行政手続の簡素化による，利便性の向上 

 ・行政機関同士での情報の照会，転記等に係る作業量の削減による，行政事務の効率化 

 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作業スケジュール】 

 平成 27 年 ７月      特定個人情報保護評価の実施 

 平成 27 年 ９月，１２月  条例改正・制定 

 平成 27 年１０月      個人番号（マイナンバー）通知 

 平成２７年１２月まで    システム改修，情報セキュリティポリシーの見直し 

 平成 28 年 １月      個人番号利用開始・個人番号カード交付 

 
市民の利便性の向上や行政事務の効率化のため 

社会保障・税番号制度を導入します。 

１ システムの情報連携 

 情報提供ネットワークシステムや

中間サーバー等の外部システムと，

市の業務システムが連携がとれるよ

うにする必要がある。 

２ 個人情報保護 

マイナンバーにより国や自治体間

の情報連携が可能となり，市民の利

便性が向上するが，より厳重なセキ

ュリティ対策が必要となる。 

３ 利用事務の確定 

マイナンバーを利用できる事務は

法律で列挙されており，それ以外の

事務に利用する場合には条例の制定

が必要となる。 

制度導入に必要な措置 実施内容 

３ 条例制定 

▷団体内での情報連携や独自利用を可能とする

ため，新たに条例を制定する。 

１ 業務システムの改修 

▷マイナンバーを利用するため，各業務システ

ムを改修する。 

▷市の業務システムと外部システムを接続する

ため中間サーバーコネクターを導入する。 

▷業務システム端末とインターネットの接続を

遮断する。 

▷マイナンバー及び特定個人情報の取扱い及び

保護のため個人情報保護条例を改正する。 

２ 特定個人情報保護評価・条例改正等 

▷マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)

を保有するため，特定個人情報の漏えい等の

リスクを分析し，リスク軽減のための措置に

ついての評価を行う。 

▷情報セキュリティポリシーの見直しを行う。 
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【具体的取組】 

コンテンツマネジメントシステム（ＣＭＳ）を導入し，旭川市ホームページを全面的

にリニューアルします。 

 

【この取組で期待される効果】 

・市民の利便性の向上  ・観光客の増加 

 ・移住者の増加   ・ふるさと納税の増加 ･･･など 

 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作業スケジュール】 

 平成 27 年 5 月～9 月   移行準備 

 平成 27 年 10 月～１１月   操作説明・研修 

 平成 27 年 12 月～平成 28 年 1 月  移行作業 

 平成 28 年 2 月    新ホームページ公開・運用開始 

  

 
市民が必要とする情報や，旭川市の魅力を 

速やかに，わかりやすく発信します。 

現状と課題 

□ 情報へたどり着きづらい  

・構造やデザインが統一されていない。 

・情報への入り口が少ない。 

CMS 導入による効果 

デザインの統一 

情報検索性の向上 

速報性のある情報発信 

スマートフォン・外国語に対応 

視覚障害者にも理解できる 

ホームページ 

全体管理を広報広聴課で一元化 

□ 情報発信に時間がかかる  

・専門知識が必要なため更新できる職員

が少なく，速やかな情報発信が行えて

いない。 

□ 最新技術への対応  

・スマートフォン対応 

・外国語対応（ロシア語対応など） 

□ 法律への対応  

・障害者基本法などに定められる視覚障

害者への配慮がされていない。 

□ 全体の管理ができていない  

・各課で更新が行われ，広報広聴課によ

る確認が行えていない。 

・古い情報が削除できていない。 
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【具体的取組】 

本市が保有する様々なデータを，機械読み取りが可能な形式で，かつ，二次利用が可

能なルールの下で公開する，オープンデータの取組を推進します。 

 

【この取組で期待される効果】 

・企業，民間団体等の公共データ利活用により，新たなビジネスやサービスが創出され，

経済の活性化が図られる 

・市民，企業等と公共データを共有することにより，地域課題の解決や地域コミュニテ

ィの活性化など市民協働が促進される 

・市民が本市の施策等について分析・判断が可能となり，行政の透明性が向上する 

 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作業スケジュール】 

平成 27 年 ７月  オープンデータ利用規約の策定 

平成 27 年 ８月  旭川市オープンデータサイト公開 

平成 27 年 ８月～ データの整備及び拡充 

 

 
データが各課のページ

に分散している。 

本市が保有する公共データを 

より利用しやすい形で公開します。 

 
データの使用条件が

明示されていない。 

 
必要なデータがどこに

あるかわかりにくい！ 

 

旭川市のホームページで

公開されているデータは

勝手に使って良いの？ 

 

データ形式が PDF などの

機械判読に適さない形式

でのみ公開されている。 

 
公開されてるデータを使って

アプリを作りたいけど，この

形式じゃ使いにくいなぁ。 

現状と課題 オープンデータの実施 

１ 利用ルールの策定 

クリエイティブ・コモンズ・ラ

イセンス※をベースとした，データ

の二次利用を可能とする規約を策

定します。 

２ カタログサイトの構築 

市が公開するオープンデータへ

のアクセスを容易にするため，ポ

ータルサイトを構築します。 

３ 機械判読に適した形式での公開 

CSV や XML などの，利用者が

加工しやすく，コンピュータプログ

ラムが処理しやすいデータ形式も公

開します。 

※著作物の利用条件を定型化し，簡単に理解で

きるようにしたもの。 
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【具体的取組】 

業務システムの全体最適化を推進するための第一段階として，外部の専門的な知見も

活用しながら，最適化計画を策定します。 

 

【この取組で期待される効果】 

・本市業務システムの現状分析による課題抽出 

・最適化実施のための方向性の決定及び庁内合意形成 

 ・最適化実施スケジュールの作成   

 

【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【作業スケジュール】 

 平成２７年 ６月 最適化計画策定支援業務委託契約 

 平成２７年 ７月 業務システム現状調査 

 平成２７年 ９月 調査結果分析・課題解決策検討 

 平成２７年１２月 基本方針立案 

 平成２８年 ３月 最適化計画案の作成・決定 

 

 
行政事務の高度化・効率化のため 

業務システムの刷新へ向けた基本的な方向性を整理します。 

本市業務システムが抱える課題 

▷保守・改修コストの高止まり 

▷特定人材・事業者への依存 

▷類似業務による非効率性 

計 画 に

基 づ く

最 適 化

の実施 

☆情報化関連経費の抑制 

☆競争原理が働く環境の構築 

☆業務の高度化・効率化 

１ 現状分析 

▷対象業務システムの把握 

▷業務・システム相関図の作成 

▷課題の抽出と解決策の検討 

２ 基本方針の立案 

▷あるべき姿の検討 

▷個別項目の検討 

最適化計画の策定 

３ 最適化計画の作成 

▷最適化実施スケジュールの検討 

▷最適化に伴う経費の試算 

▷実施推進体制の検討 

▷実施効果の検討 


